
令和6年度の手話相談は下記の日程で実施いたします。

手話相談日には手話通訳の方が、相談の通訳をいたします。

年　月 相　談　日 年　月 相　談　日

　　　４月  3日・10日・17日 １０月 2日・9日・16日・23日

５月 1日・8日・15日・22日 １１月 6日・13日・20日

６月  5日・12日・19日 １２月 4日・11日・18日

７月  3日・10日・17日・24日 １月 8日・15日・22日

８月  7日・14日・21日 ２月  5日・12日・19日

９月  4日・11日・18日 ３月  5日・12日・19日

時間はいずれも午後２：００～４：００までになりますので、

是非ご利用下さい。
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